
成果指標（議論した指標一覧）

凡例

5 ● 3期中期計画にあり

60 ◆ 同じまたは類似の項目が実績報告書にあり

19 ★ 新規

採用

○ 0 1 × 97 84 個の指標を採用

大項目 小項目 細項目
指標

No.
指標案（初回時点）

結論

（確認時）
結論

指標の

分類

算定式の事務局

案

指標の考え方等

事務局案

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

小口委員長

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

川合委員

「結論」～「指標の考

え方等」列に係るご意

見

宮坂委員

「結論」～「指標の考え方等」列

に係るご意見

濱野院長

「結論」～「指標の考え方等」列に係るご意見

その他の委員・構成員

「目標値の設

定」「実績値の

み」の別

事務局の対応（案）

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－１

地域医療

の提供

1

救急患者数、ドクヘ

リ、ドクターカー等

受入件数

（駒ヶ根：措置入院

件数）

応需率（信州医

療センター）、

救急患者数、救

急車受入台数

(No.7と統合)

応需率（信州医

療センター）、

救急患者数、救

急車受入台数

(No.7と統合)

◆

応需率(信州医療セ

ンター)：救急車で

来院した患者数/救

急車受け入れ要請

人数（出典：QIプ

ロジェクト）

救急患者数：休日・

夜間（時間外）のみ

(出典：全自病医療の

質指標Q&A)

救急車受入台数：時

間内外問わない

※応需率につき、木

曽病院も内部で管理

する。他の病院も検

討お願いしたい

無し ○

救急患者数は、診療時間

外に休日も含まれるとい

う解釈で良いでしょう

か。

異議なし

木曽病院も内部で管理するというのは

応需率のことでしょうか？

「指標の考え方」を修正しまし

た。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－１

地域医療

の提供

2 手術件数

手術件数に全身麻

酔手術件数を加え

る

「手術室で行われ

た手術件数」「手

術室で行われた全

身麻酔手術件数」

◆

手術件数：手術室

で行われた手術の

件数。複数術野の

手術など、１手術

で複数手術を行っ

た場合でも、同一

日の複数手術は１

件として算出す

る。

手術室における手術

目的の全身麻酔の件

数である（検査など

における全身麻酔件

数は除く）。(出典：

国立大学病院 病院機

能指標)

無し ○
全手術件数とその中での

全身麻酔件数の両方を指

標にする

指標の結論は以下の２つということで

宜しいでしょうか。

「手術室で行われた手術件数」「手術

室で行われた全身麻酔手術件数」

上記で宜しければ異議なし

「結論」を修正しました。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－１

地域医療

の提供

3 へき地巡回診療数

へき地巡回診療回

数とする。オンラ

インの回数も加え

る（川合委員）

へき地巡回診療回

数（うちオンライ

ン診療回数）（阿

南、木曽）

◆

へき地巡回診療回

数＋オンライン診

療で巡回診療に変

えた件数

へき地医療拠点病院

からへき地への

巡回診療実施回数、

うちオンライン診療

で行った回数(出典：

厚労省 疾病・事業及

び在宅医療に係る医

療体制について)

無し ○ 〇

へき地巡回診療数についてはへき地医

療拠点病院の阿南病院と木曽病院のみ

の指標という理解で宜しかったでしょ

うか。具体的な指標としては「へき地

巡回診療回数（うちオンライン資料回

数）」とした方がいいように思いま

す。

「結論」を修正しました。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－１

地域医療

の提供

4 分娩件数 分娩件数 分娩件数 ◆ 分娩件数 無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－１

地域医療

の提供

5
産後ケアの実施状

況

産後ケア事業実施

件数（母の数）

（濱野院長）

産後ケア事業実施

件数（母の数）

（濱野院長）

◆
産後ケア事業実施

件数（母の数）

（濱野院長）

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－１

地域医療

の提供

6 在宅医療件数 在宅医療件数 在宅医療件数 ◆ 在宅医療件数

訪問診療・訪問看

護・訪問リハの件数

（現在の業務実績報

告書と同じを想定）

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－１

地域医療

の提供

7 救急車受入件数

No.1に含める（小

口委員長、川合委

員、日向事務局

長）

No.1に含める（小

口委員長、川合委

員、日向事務局

長）

資料1-2

※「現時点では目標値を立てるのか推移を

確認するのかの分けは設けないのか」とい

う確認が浜田委員からありました。

現段階で「実績値のみ確認」する指標もあ

りますが、この記載のない全ての指標につ

いて目標を設定するのは難しいと思料され

るため、今後検討し、機構と検討の上で記

載したいと考えています。

【山上委員より・職種別の職員構成について】

●職種別の職員構成

●正規・非正規別（職種による非正規依存率と過

不足状況）

●男女別（看護職以外の女性職員活用実態）

●年令別（年令構成に歪みはないか 高齢化は進

展していないか）

●勤続年数別（上記や定着率に関連して）

→追加できるか確認中
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成果指標（議論した指標一覧）

○ 0 1 × 97 84 個の指標を採用

大項目 小項目 細項目
指標

No.
指標案（初回時点）

結論

（確認時）
結論

指標の

分類

算定式の事務局

案

指標の考え方等

事務局案

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

小口委員長

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

川合委員

「結論」～「指標の考

え方等」列に係るご意

見

宮坂委員

「結論」～「指標の考え方等」列

に係るご意見

濱野院長

「結論」～「指標の考え方等」列に係るご意見

その他の委員・構成員

「目標値の設

定」「実績値の

み」の別

事務局の対応（案）

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－１

地域医療

の提供

8

人間ドック等各種

検診の実績、特定

保健指導実施者数

人間ドック等各種

検診の実績、特定

保健指導実施者数

人間ドック等各種

検診の実績、特定

保健指導実施者数

◆

人間ドック等各種

検診の実績、特定

保健指導実施者数

（現在の業務実績

報告書と同じを想

定）

以下の件数（全て該

当する病院のみ）と

する。

「人間ドック(日帰

り)」、「人間ドック

(1泊2日)」、「脳

ドック」、「健康診

断」、「がん検

診」、「妊婦検

診」、「予防接種(コ

ロナワクチン除く)」

無し ○ 〇

業務実績報告書の項目について「生活習

慣病予防健診・特定健康診査」のカテゴ

リーを統一して追加した法がいいと思い

ます。現状の報告書では「生活習慣病予

防健診」件数は病院によって実績として

あげている項目が異なっている可能性が

あります。

ちなみに、特定保健指導は生活習慣病の

発症リスクが高い方などを対象にした健

康支援であり、生活習慣病予防健診・特

定健康診査の件数とは異なると思いま

す。また、現行の報告書では特定保険指

導実施者数については扱っていないと思

います。

「指標の考え方」を修正しまし

た。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－１

地域医療

の提供

9

高度医療機器の共

同利用件数（リニ

アック、ガンマカ

メラ等）、高額医

療機器の利用状況

医療機器の共同利

用件数を小項目1-

2で評価（濱野院

長、日向事務局

長、打田課長）

医療機器の共同利

用件数を小項目1-

2で評価（濱野院

長、日向事務局

長、打田課長）

◆
医療機器の共同利

用件数

医療機器は、CT、

MRI、リニアック、

ガンマカメラ、骨密

度測定装置とする

無し ○ 〇

対象となる医療機器の定義をしていただ

いた方がいいと思います。CTやMRIも

含めて宜しかったでしょうか。また、木

曽病院では骨密度測定装置も診療所から

の依頼に応じています。

定義例：CT、MRI、リニアック、ガン

マカメラ、骨密度測定装置等

「指標の考え方」を修正しまし

た（他に該当あればお知らせく

ださい）。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－２

高度・専

門医療の

提供

10

コロナウイルス感染

症に関する指標（当

面の間。現在の受入

数等）＋手指消毒剤

使用料

単に実績報告書に

記載する扱いとす

る

※感染症対策とし

て消毒量の使用を

検討

単に実績報告書に

記載する扱いとす

る

※感染症対策とし

て消毒量の使用を

検討

現在の業務実績報

告書と同じを想定

以下の数値を参考と

して示す。

「感染者受入数」、

「疑い患者受入

数」、「検査回数

(PCR,抗原定性,抗原

定量それぞれ)」、

「発熱外来受入」、

「ワクチン接種(住

民・医療従事者別)」

無し ○ 〇
現在の業務実績報告書と同じというこ

とですが、具体的な指標は何になりま

すか？

「指標の考え方」を修正しまし

た（５類移行でカウントしなく

なった等あればお知らせくださ

い）。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－２

高度・専

門医療の

提供

11

新生児マススクリーニ

ング検査等の高度検査

機器を活用した遺伝子

検査件数、NICU稼働

率

新生児マススク

リーニング検査等

の高度検査機器を

活用した遺伝子検

査件数、

PICU,NICU及び

MFICU稼働率(以

上こども)

新生児マススク

リーニング検査等

の高度検査機器を

活用した遺伝子検

査件数、

PICU,NICU及び

MFICU稼働率(以

上こども)

◆

NICU稼働率＝

NICU入院患者÷

NICU延稼働病床

数(参考：国立大学

病院 病院機能指

標)PICU,MFICU

も同様

※稼働率は新規 無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－２

高度・専

門医療の

提供

12

成人移行期介入患者数

（他に、成人先天性心

疾患に対する診療実

績）

成人移行期介入患

者数（他に、成人

先天性心疾患に対

する診療実績。こ

ども）

成人移行期介入患

者数（他に、成人

先天性心疾患に対

する診療実績。こ

ども）

◆

患者数：患者数

診療実績：カテー

テル検査、カテー

テル治療、心臓大

血管手術の各件数

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－２

高度・専

門医療の

提供

13

小児がんフォローアッ

プ外来実績（他に、あ

たまの形、成育女性、

周術期術前、薬剤師の

各外来あり）

小児がんフォロー

アップ外来実績

（他に、あたまの

形、成育女性、周

術期術前、薬剤師

の各外来。こど

も）

小児がんフォロー

アップ外来実績

（他に、あたまの

形、成育女性、周

術期術前、薬剤師

の各外来。こど

も）

◆
患者数（現在の業

務実績報告書と同

じを想定）

無し ○ 〇 異議なし
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成果指標（議論した指標一覧）

○ 0 1 × 97 84 個の指標を採用

大項目 小項目 細項目
指標

No.
指標案（初回時点）

結論

（確認時）
結論

指標の

分類

算定式の事務局

案

指標の考え方等

事務局案

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

小口委員長

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

川合委員

「結論」～「指標の考

え方等」列に係るご意

見

宮坂委員

「結論」～「指標の考え方等」列

に係るご意見

濱野院長

「結論」～「指標の考え方等」列に係るご意見

その他の委員・構成員

「目標値の設

定」「実績値の

み」の別

事務局の対応（案）

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－２

高度・専

門医療の

提供

14

ｒ-ＴＭＳ件数、m-

ECT件数、ウォークイ

ン救急患者数

ｒ-ＴＭＳ件数、

m-ECT件数、

ウォークイン救急

患者数（駒ヶ根）

ｒ-ＴＭＳ件数、

m-ECT件数、

ウォークイン救急

患者数（駒ヶ根）

◆
各機器の仕様件数

及び救急患者数
無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－２

高度・専

門医療の

提供

15
児童虐待・自殺企図児

童の新規入院数

児童思春期入院患

者数（埼玉県を参

考。目標は設けな

い）

児童思春期入院患

者数（埼玉県を参

考。目標は設けな

い）

◆ 患者数
児童思春期：小学生

から18歳以下
駒ケ根？ ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－２

高度・専

門医療の

提供

16
発達障がい専門外来実

績

発達障がい専門外

来実績（こど

も）、児童思春期

発達外来（木曽）

発達障がい専門外

来実績（こど

も）、児童思春期

発達外来（木曽）

◆
外来患者数（現在

の業務実績報告書

と同じを想定）

木曽？ ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－２

高度・専

門医療の

提供

17
がん相談支援センター

件数

がん相談支援セン

ターにおけるがん

相談件数（木曽）

がん相談支援セン

ターにおけるがん

相談件数（木曽）

◆
がん相談件数（現

在の業務実績報告

書と同じを想定）

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－２

高度・専

門医療の

提供

18

ピロリ菌抗体検査件数

→指標として採用しな

い

ピロリ菌抗体検査

件数

→指標として採用

しない

ピロリ菌抗体検査

件数

→指標として採用

しない

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－２

高度・専

門医療の

提供

19

リハビリ患者数（脳血

管・廃用・運動器・呼

吸器、早期リハ加算、

訪問リハビリ　等）

リハビリ単位数

（脳血管・廃用・

運動器・呼吸器、

早期リハ加算）

リハビリ単位数

（脳血管・廃用・

運動器・呼吸器、

早期リハ加算）

◆
単位数（R3の業務

実績報告書と同じ

を想定）

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－３

災害医療

等の提供

20
ＤＭＡＴ、ＤＰ

ＡＴ派遣件数

DMAT,DPAT派遣

件数及び各職種

の隊員数(駒ヶ

根、木曽。共に

目標は設定せず

実績の推移を参

考にする）

DMAT,DPAT派遣

件数及び各職種

の隊員数(駒ヶ

根、木曽。共に

目標は設定せず

実績の推移を参

考にする）

★
派遣件数、隊員数

（職種ごと）

出来れば、2病院

以外の事も含め、

もう少し検討した

い。

○ 〇 異議なし
対象病院等について引き続き検

討

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－３

災害医療

等の提供

21
訓練等の実施状況（年

間実施件数）

訓練等の実施状況

（年間実施件数。

駒ヶ根・木曽）

訓練等の実施状況

（年間実施件数。

駒ヶ根・木曽）

◆ 訓練・研修の件数

以下を区分

●国・県・市町村・

消防機関主催の実地

訓練

●技能維持研修

●通信訓練

●院内訓練

(参考:聖マリアンナ

医科大学病院)

２病院以外は？ ○ 〇

「指標の考え方等事務局案」にあるよ

うな区分毎の件数をあげるのか、それ

ともその計をあげるのかは決めておい

た方がいいと思います。

●対象病院について引き続き検

討

●件数の計上については、まず

案の区分を分けて出していただ

き、分ける件数でなければ、合

計とする運用を検討します。
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成果指標（議論した指標一覧）

○ 0 1 × 97 84 個の指標を採用

大項目 小項目 細項目
指標

No.
指標案（初回時点）

結論

（確認時）
結論

指標の

分類

算定式の事務局

案

指標の考え方等

事務局案

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

小口委員長

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

川合委員

「結論」～「指標の考

え方等」列に係るご意

見

宮坂委員

「結論」～「指標の考え方等」列

に係るご意見

濱野院長

「結論」～「指標の考え方等」列に係るご意見

その他の委員・構成員

「目標値の設

定」「実績値の

み」の別

事務局の対応（案）

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－４

認知症の

専門医療

の提供

22
専門医療相談件数

（駒ヶ根・阿南）

専門医療相談件数

（駒ヶ根・阿南）

専門医療相談件数

（駒ヶ根・阿南・

木曽）

◆
相談件数（現在の

業務実績報告書と

同じを想定）

（駒ヶ根）患者、家族、関

係機関などから受けた相

談、または当院から関係機

関等へ行った相談(連携)１

回につき１件　　(同患者、

同内容であっても１回につ

き１件と数える)

（阿南）患者から相談を受

けつければ1件。同じ患者か

らの同じ内容の相談でも回

数毎に1件とカウント

ここは認知症に関

してですよね。そ

うすると木曽は？

研修会の回数は？

○ 〇 異議なし

認知症に関する研修会（駒ヶ

根・木曽）の回数を追加できる

範囲で追加

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－４

認知症の

専門医療

の提供

23 物忘れ外来件数
物忘れ外来件数

（駒ヶ根）

物忘れ外来件数

（駒ヶ根）
◆

外来件数（現在の

業務実績報告書と

同じを想定）

・もの忘れ外来件数

…外来件数(認知症治

療が主目的、再診を

含む。)

木曽は？ ○ 〇 異議なし

【鮎澤委員】

№23は№24に含まれ、個別では評価しないというこ

とでよろしいでしょうか？

№24の指標の考え方等事務局案にもの忘れ外来件数

がありましたので、確認です。

指標案の考え方を修正しまし

た。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－４

認知症の

専門医療

の提供

24

鑑別診断件数、ラウン

ド件数、訪問支援、ピ

ア活動等

認知症の鑑別診断

件数、ラウンド件

数、訪問支援、ピ

ア活動等（駒ヶ

根）

認知症の鑑別診断

件数、ラウンド件

数、訪問支援、ピ

ア活動等（駒ヶ

根）

◆

診断件数、ラウン

ド件数、支援件

数、活動件数（現

在の業務実績報告

書と同じを想定）

・鑑別診断…上記外来のうち、

鑑別診断数

・ラウンド件数…認知症・高齢

者ケアサポートチームで行うラ

ウンドの延件数(同患者でも1回

につき1件、認知症以外の高齢者

も含む)

・訪問支援…初期集中支援チー

ムに同行も含め、当疾患セン

ター職員が患者宅・施設に訪問

した回数

・ピア活動…当疾患センター主

催か否かに関わらず、職員が参

加した認知症カフェ等１回につ

き１件

○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－５

介護サー

ビスの提

供

25
介護老人保健施設利用

実績

介護老人保健施設

利用実績（阿南・

木曽）

介護老人保健施設

利用実績（阿南・

木曽）

◆

現在の業務実績報

告書と同じを想

定。入所・通所者

数・単価、在宅超

強化型・通所リハ

マネジメント・科

学的介護推進体制

加算の各件数・金

額

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－５

介護サー

ビスの提

供

26
訪問看護ステーション

利用実績

訪問看護ステー

ション利用実績

（信州・駒ヶ根・

木曽・阿南）

訪問看護ステー

ション利用実績

（信州・駒ヶ根・

阿南）

◆
患者数（現在の業

務実績報告書と同

じを想定）

訪問1回につき1件と

カウント
無し ○ 〇

木曽は現時点では訪問看護ステーショ

ンではありません
結論を修正しました。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－１　県

立病院が

担うべき

医療等の

提供

細項目１

－１－５

介護サー

ビスの提

供

27 介護医療院利用実績
介護医療院利用実

績（木曽）

介護医療院利用実

績（木曽）
◆

患者数（現在の業

務実績報告書と同

じを想定）

延べ人数 無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－２　地

域連携の

推進

細項目１

－２－１

地域医療

構想への

対応

28 介護医療院利用実績
介護医療院利用実

績（再掲）

介護医療院利用実

績（再掲）

患者数（現在の業

務実績報告書と同

じを想定）

延べ人数 無し
28に統一できない

か
28に統一します

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－２　地

域連携の

推進

細項目１

－２－２

地域包括

ケアシス

テムの推

進

29 紹介率 紹介率 紹介率 ●

(紹介初診患者数+

初診救急患者数)÷

初診患者数(出典:

全自病)

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－２　地

域連携の

推進

細項目１

－２－２

地域包括

ケアシス

テムの推

進

30 逆紹介率 逆紹介率 逆紹介率 ●
逆紹介患者数÷初

診患者数(出典:全

自病)

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－２　地

域連携の

推進

細項目１

－２－２

地域包括

ケアシス

テムの推

進

31
地域包括ケア病床の稼

働率（コロナ収束後）

地域包括ケア病床

の稼働率（コロナ

収束後）

地域包括ケア病床

の稼働率（コロナ

収束後）（信州、

阿南、木曽）

◆

病床稼働率＝病床

入院患者÷病床延

稼働病床数(参考：

国立大学病院 病院

機能指標)

（信州医療C、阿

南、木曽）
「延」とは？ 〇 異議なし

●結論を修正しました。

●延稼働病床数→1日ごとの稼

働病床数を1年間合計した病床

数
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成果指標（議論した指標一覧）

○ 0 1 × 97 84 個の指標を採用

大項目 小項目 細項目
指標

No.
指標案（初回時点）

結論

（確認時）
結論

指標の

分類

算定式の事務局

案

指標の考え方等

事務局案

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

小口委員長

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

川合委員

「結論」～「指標の考

え方等」列に係るご意

見

宮坂委員

「結論」～「指標の考え方等」列

に係るご意見

濱野院長

「結論」～「指標の考え方等」列に係るご意見

その他の委員・構成員

「目標値の設

定」「実績値の

み」の別

事務局の対応（案）

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－２　地

域連携の

推進

細項目１

－２－３

地域の保

健・福祉

関係機関

等との連

携の推進

32
内視鏡検査件数（信

州）

内視鏡検査件数

（信州）

内視鏡検査件数

（信州）
◆ 検査件数

この件以外の各病

院の内視鏡件数の

扱い方

○ 〇 異議なし
対象病院等について引き続き検

討

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－２　地

域連携の

推進

細項目１

－２－３

地域の保

健・福祉

関係機関

等との連

携の推進

33
市町村等と連携した研

修会等への参加件数

公開講座の実施回

数（信大附属病院

を参考にして定義

をする）

公開講座の実施回

数（信大附属病院

を参考にして定義

をする）

◆
右の欄に定義する

研修等の実施回数

年度1年間に自院が主

催した市民向け及び

医療従事者向けの講

演会、セミナーなど

の開催数（交流目

的、院内職員向け、

入院患者向けは含ま

ない）

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－２　地

域連携の

推進

細項目１

－２－３

地域の保

健・福祉

関係機関

等との連

携の推進

34

市町村事業への参画に

係るもの（住民健診の

件数、講師派遣など）

市町村事業への参

画に係るもの

市町村事業への参

画に係るもの
◆

右の欄に定義する

参画件数（目標は

決めない）

各地域の行政機関の

委員会・協議会等へ

参画している件数(濱

野院長)

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－３　医

療従事者

の養成と

専門性の

向上

細項目１

－３－１

県内医療

に貢献す

る医師の

確保・養

成

35
研修医、医学生受入実

績

研修医、医学生受

入実績

研修医、医学生受

入実績
◆

右の欄に定義する

採用人数

初期研修医採用人

数・医師専門研修

コース新規採用人数

(濱野院長)

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－３　医

療従事者

の養成と

専門性の

向上

細項目１

－３－１

県内医療

に貢献す

る医師の

確保・養

成

36
寄附講座開講実績（寄

付金額）

寄附講座開講実績

（寄付金額）

寄附講座開講実績

（寄付金額）
★

開講実績（目標は

決めない）
無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－３　医

療従事者

の養成と

専門性の

向上

細項目１

－３－１

県内医療

に貢献す

る医師の

確保・養

成

37
初期研修医のマッチン

グ率

No.35（研修医、

医学生受入実績）

と統合

No.35（研修医、

医学生受入実績）

と統合

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－３　医

療従事者

の養成と

専門性の

向上

細項目１

－３－２

機構職員

の養成

38 研修実施回数
内部の研修実施回

数・人数

内部の研修実施回

数・人数
◆

研修実施家回数・

人数（現在の業務

実績報告書と同じ

を想定。目標は決

めない）

課程別・選択・専門 無し ○ 〇 異議なし

【鮎澤委員】

№48に医療法に基づく研修がありますが、この研修

以外が対象ということでよろしいでしょうか？

研修というカテゴリーであれば評価項目の統合はで

きないでしょうか？

中期目標・計画の項目が異なる

（機構職員養成の能力の向上目

的の研修と、法に基づく医療安

全の研修）ため区分しました。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－３　医

療従事者

の養成と

専門性の

向上

細項目１

－３－２

機構職員

の養成

39 研修受講人数 研修受講受入人数 研修受講受入人数 ◆
右の欄に定義する

受入人数

外部機関からの医療

従事者研修受入数

（濱野院長）

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－３　医

療従事者

の養成と

専門性の

向上

細項目１

－３－２

機構職員

の養成

40
看護師特定行為研修

（内部人数）

看護師特定行為研

修（内部人数）

看護師特定行為研

修（内部人数）、

必要とする人数に

対する充足度（推

移を確認）

◆
修了者数（濱野院

長）

修了者数（濱野院

長）
無し

必要とする人数

（目標数）に対す

る充足度を加える

〇 異議なし 結論を修正しました。
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成果指標（議論した指標一覧）

○ 0 1 × 97 84 個の指標を採用

大項目 小項目 細項目
指標

No.
指標案（初回時点）

結論

（確認時）
結論

指標の

分類

算定式の事務局

案

指標の考え方等

事務局案

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

小口委員長

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

川合委員

「結論」～「指標の考

え方等」列に係るご意

見

宮坂委員

「結論」～「指標の考え方等」列

に係るご意見

濱野院長

「結論」～「指標の考え方等」列に係るご意見

その他の委員・構成員

「目標値の設

定」「実績値の

み」の別

事務局の対応（案）

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－３　医

療従事者

の養成と

専門性の

向上

細項目１

－３－２

機構職員

の養成

41 認定看護師人数
5年ごとの認定・

専門看護師

認定・専門看護

師、認定看護師管

理者（推移を確

認）、必要とする

人数に対する充足

度（推移を確認）

★
認定・専門看護師

数
無し

必要とする人数

（目標数）に対す

る充足度を加える

認定看護師、専門看護師

は資格認定審査は毎年あ

るので、5年ごとではな

く毎年の評価で良いと思

う。

看護協会認定の資格とし

て、認定看護管理者数も

追加してほしい。

異議なし 結論を修正しました。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－３　医

療従事者

の養成と

専門性の

向上

細項目１

－３－３

県内医療

技術者の

技術水準

の向上へ

の貢献

42
スキルスラボ及びシ

ミュレーター使用実績

スキルスラボ及び

シミュレーター使

用実績（研修セン

ター）

スキルスラボ及び

シミュレーター使

用実績（研修セン

ター）

◆

使用回数・利用者

数（現在の業務実

績報告書と同じを

想定）

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－３　医

療従事者

の養成と

専門性の

向上

細項目１

－３－３

県内医療

技術者の

技術水準

の向上へ

の貢献

43 学生受入人数、件数 学生受入人数 学生受入人数 ◆
右の欄に定義する

受入人数

医師を含む医療専門

職学生の受入実習学

生数（機構外から。

濱野院長）

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－３－３

県内医療

技術者の

技術水準

の向上へ

の貢献

44
看護師特定行為研修

（外部人数）

看護師特定行為研

修（外部人数）

看護師特定行為研

修受入（外部）人

数

◆

研修人数（現在の

業務実績報告書と

同じを想定。目標

は決めない）

無し ○ 研修受け入れ人数 異議なし 結論を修正しました。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－３－３

県内医療

技術者の

技術水準

の向上へ

の貢献

45
看護師国家試験の合格

率

看護師国家試験の

合格率

看護師国家試験の

合格率
◆

合格者÷受験人数

（現在の業務実績

報告書と同じを想

定）

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－３－３

県内医療

技術者の

技術水準

の向上へ

の貢献

46

入学願書の提出者数

（もしくは入学試験の

受験者数）

入学願書の提出者

数（もしくは入学

試験の受験者数）

入学試験の受験者

数と入学者数
◆ 提出者数 無し ○

入学試験の受験者数と入

学者数
異議なし 結論を修正しました。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－３－３

県内医療

技術者の

技術水準

の向上へ

の貢献

47
卒業生の進路状況（県

内就職率を含む）

卒業生の進路状況

（県内就職率を含

む）

卒業生の進路状況

（県内就職率を含

む）

◆

現在の業務実績報

告書と同じを想定

(地域別就職＋進学

の各人数)

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－１

より安全

で信頼で

きる医療

の提供

48

医療安全研修の開催

数、受講率、インシデ

ント報告総数に対する

０レベル報告比率

①医療安全研修会

受講率（変更）、

②感染対策研修会

受講率（変更）、

③インシデント報

告総数に対する０

レベル報告比率

①医療安全研修会

受講率（変更）、

②感染対策研修会

受講率（変更）、

③インシデント報

告総数に対する０

レベル報告比率

★

①②受講した延職

員数÷受講対象職

員数、③入院患者

に発生したインシ

デント影響度分類

レベル0の報告件

数÷インシデント

報告総数×100(参

考:医療の質可視化

プロジェクト適用

指標計測手順書)

※研修会受講率は医

療法に基づく研修会

（年２回）に限定

無し ○ 〇

算定式の事務局案にある、③入院患者

に発生したインシデント影響度分類レ

ベル0以上の転倒・転落件数÷入院患

者延数×100　は次の指標とごちゃま

ぜになっている？

③0レベル報告比率については、高い

方が望ましいという考え方で宜しかっ

たでしょうか。

【機構本部】

インシデント報告総数に対する０レベル報告比率

が、計算式ではインシデント発生率になっているの

ではないか。計算式があっているか確認

結論を修正しました。高い方が

望ましいと思料します。
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成果指標（議論した指標一覧）

○ 0 1 × 97 84 個の指標を採用

大項目 小項目 細項目
指標

No.
指標案（初回時点）

結論

（確認時）
結論

指標の

分類

算定式の事務局

案

指標の考え方等

事務局案

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

小口委員長

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

川合委員

「結論」～「指標の考

え方等」列に係るご意

見

宮坂委員

「結論」～「指標の考え方等」列

に係るご意見

濱野院長

「結論」～「指標の考え方等」列に係るご意見

その他の委員・構成員

「目標値の設

定」「実績値の

み」の別

事務局の対応（案）

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－１

より安全

で信頼で

きる医療

の提供

49

医療の質指標（CI、

QI）

→入院患者の転倒・転

落発生率、血液培養 2

セット実施率、d2

（真皮までの損傷）以

上の褥瘡発生率、身体

拘束率

医療の質指標

（CI、QI）

→①入院患者の転

倒・転落発生率、

②血液培養 2 セッ

ト実施率、③d2

（真皮までの損

傷）以上の褥瘡発

生率、④身体拘束

率

医療の質指標

（CI、QI）

→①入院患者の転

倒・転落発生率、

②血液培養 2 セッ

ト実施率、③d2

（真皮までの損

傷）以上の褥瘡発

生率、④身体拘束

率

★

全てQIプロジェク

トの定義を利用

①入院中の患者に

発生した転倒・転

落件数÷入院患者

延数(人日)

②血液培養のオー

ダー日数(人日)÷

血液培養のオー

ダーが 1 日に 2

件以上ある日数(人

日)

③d2以上の院内新規

褥瘡発生患者数÷同

日入退院患者または

褥瘡持込患者または

調

査月間以前の院内新

規褥瘡発生患者を除

く入院患者延べ数(人

日)

④（物理的）身体抑

制を実施した患者延

べ数÷18歳以上の入

院患者延べ数

針刺し切創など？ ○ 〇 異議なし
針刺し切創の件数（各病院）を

追加する

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－２

医療等

サービス

の一層の

向上

50
クリニカルパス（クリ

ティカルパス）使用率

クリニカルパス

（クリティカルパ

ス）使用率

クリニカルパス

（クリティカルパ

ス）使用率、クリ

ニカルパス作成疾

患数（推移）

★
パス新規適用患者

数÷新入院患者数

(出典：全自病)

※駒ヶ根から「精神

科病院になじまない

指標」との指摘あ

り、数年やってみて

確認

無し

クリニカルパス作

成疾患数（推移）

を加える

〇 異議なし

【鮎澤委員】

他の指標もそうですが、指標についてはすべての病

院が対応しなければいけないものではないかと思い

ますので、駒ケ根でなじまないとのことであれば、

駒ケ根は除いてもいいかと思います。

中期目標において指示する項目

のため、まずは全病院へ依頼

し、その後「指標の考え方等事

務局案」のとおりとしたいと思

料します。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－２

医療等

サービス

の一層の

向上

51

入退院支援加算算定件

数、入院時支援加算算

定件数

入退院支援加算算

定件数、入院時支

援加算算定件数

入退院支援加算算

定件数、入院時支

援加算算定件数

◆ 件数 診療報酬上の定義 無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－２

医療等

サービス

の一層の

向上

52

患者満足度調査の結果

（指標については検

討）

患者満足度調査の

結果（指標につい

ては検討）

患者満足度調査の

結果（指標につい

ては検討）

★

以下の設問に対する

満足の割合

信州、阿南、こども

の入院患者：診療の

満足度

信州、阿南、こども

の外来患者：医療に

対する満足度

駒ヶ根の入院：医療

スタッフの対応は満

足だ

駒ヶ根の外来：当院

を受診してよかった

木曽の入院・外来：

信州・阿南・こど

も：日本医療経営機

構の患者満足度調査

駒ヶ根：独自の患者

満足度調査

木曽：日本医療機能

評価機構の患者満足

度調査

無し ○

入院患者と外来患者両方の

満足度結果があると良い。

総合満足を表す指標（総合

的な評価、知人に薦めたい

など）の割合

(満足＋やや満足）

÷回答数

県立病院間で共通の調査項

目を入れる検討も必要と思

われる

事務局としては、「総合評価

（入院・外来別」）」を５病院

統一的に独自の設問等にて設置

し、経年変化を確認したい

（病院機構は追加費用が発生す

ること等を懸念）

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－２

医療等

サービス

の一層の

向上

53
退院患者在宅復帰率

（信州）

退院患者在宅復帰

率（信州）

退院患者在宅復帰

率（信州・木曽）
◆

退院先が自宅等の

患者数÷生存退院

患者数(出典：全自

病)

阿南・木曽は？ ○
〇

診療報酬上の計算式
異議なし

●結論を修正しました。

●阿南は現状算出困難

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－２

医療等

サービス

の一層の

向上

54 再入院率（駒ヶ根）
再入院率（駒ヶ

根）

再入院率（駒ヶ

根）
◆

精神科新入院患者

のうち自院退院後

3ヶ月以内の再入

院数÷新入院患者

数(出典：全自病)

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－２

医療等

サービス

の一層の

向上

55
就学、就労支援実績

（こども）

就学、就労支援実

績（こども）

就学、就労支援実

績（こども）
◆

件数（現在の業務

実績報告書と同じ

を想定）

無し ○ 〇 異議なし
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成果指標（議論した指標一覧）

○ 0 1 × 97 84 個の指標を採用

大項目 小項目 細項目
指標

No.
指標案（初回時点）

結論

（確認時）
結論

指標の

分類

算定式の事務局

案

指標の考え方等

事務局案

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

小口委員長

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

川合委員

「結論」～「指標の考

え方等」列に係るご意

見

宮坂委員

「結論」～「指標の考え方等」列

に係るご意見

濱野院長

「結論」～「指標の考え方等」列に係るご意見

その他の委員・構成員

「目標値の設

定」「実績値の

み」の別

事務局の対応（案）

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－３

先端技術

の活用

56

情報通信技術を用いた

医療・介護サービスの

提供、医師負担の軽減

に係る取組実績（オン

ライン診療件数、ＡＩ

問診実施件数等）

情報通信技術を用

いた医療・介護

サービスの提供、

医師負担の軽減に

係る取組実績（オ

ンライン診療件

数）

情報通信技術を用

いた医療・介護

サービスの提供、

医師負担の軽減に

係る取組実績（オ

ンライン診療件

数）

◆
件数（現在の業務

実績報告書と同じ

を想定）

他にモデルとなるよ

うな事業がある場合

は、その件数も指標

に入れることを検討

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－３

先端技術

の活用

57

手術ナビゲーションシ

ステムを用いた手術件

数

削除（他県が採用

している指標のナ

ビゲーションシス

テムの件数は術中

のシステムで、機

構の病院にはな

い。対象とする範

囲の絞り込みが困

難なため）

削除（他県が採用

している指標のナ

ビゲーションシス

テムの件数は術中

のシステムで、機

構の病院にはな

い。対象とする範

囲の絞り込みが困

難なため）

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－３

先端技術

の活用

58 ｒ-ＴＭＳ件数
ｒ-ＴＭＳ件数（再

掲・駒ヶ根）

ｒ-ＴＭＳ件数（再

掲・駒ヶ根）
◆

件数（現在の業務

実績報告書と同じ

を想定）

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－４

信州大学

等との連

携

59

連携大学院に係る実績

（入学者数、セミナー

開催回数）

連携大学院に係る

実績（入学者数、

セミナー開催回

数）

連携大学院に係る

実績（入学者数、

セミナー開催回

数）

◆
人数及び回数（現

在の業務実績報告

書と同じを想定）

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－４

信州大学

等との連

携

60
連携大学院生による学

術論文寄稿数

連携大学院生によ

る学術論文寄稿数

連携大学院生によ

る学術論文数
◆

寄稿数（現在の業

務実績報告書と同

じを想定）

無し

「寄稿数」ではな

く「論文数」にす

る

〇 異議なし 結論を修正しました。

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－４

信州大学

等との連

携

61

長野県移行期医療支援

センターとの連携（連

携会議の開催回数、シ

ンポジウムの開催と参

加人数）

長野県移行期医療

支援センターとの

連携（連携会議の

開催回数、シンポ

ジウムの開催と参

加人数）

長野県移行期医療

支援センターとの

連携（連携会議の

開催回数、シンポ

ジウムの開催と参

加人数）

◆
回数及び人数（現

在の業務実績報告

書と同じを想定）

無し ○ 〇 異議なし

大項目１　県民に

対して提供する

サービスその他の

業務の質の向上に

関する目標を達成

するためにとるべ

き措置

小項目１

－４　医

療の質の

向上に関

すること

細項目１

－４－５

医療に関

する研究

及び調査

の推進

62
研究調査に関する倫理

申請件数

研究調査に関する

倫理申請件数

研究調査に関する

倫理申請件数
★

件数（現在の業務

実績報告書と同じ

を想定）

無し ○ 〇 異議なし

大項目２　業務運

営の改善及び効率

化に関する目標を

達成するためにと

るべき措置

小項目２

－１　業

務運営体

制の強化

63
職員給与費対医業収益

比率

職員給与費対医業

収益比率

職員給与費対医業

収益比率
◆

職員給与費/医業収

益(=入院収益+外

来収益+その他医

業収益)

無し ○ 〇 異議なし

大項目２　業務運

営の改善及び効率

化に関する目標を

達成するためにと

るべき措置

小項目２

－２　働

き方改革

への対応

64 超過勤務時間の実績

職種ごと1人当た

り時間数＋規定時

間超の職員数（川

合、鮎澤委員）

職種ごと1人当た

り時間数＋規定時

間超の職員数（川

合、鮎澤委員）

◆

時間数と該当の職

員数（現在の業務

実績報告書と同じ

を想定）

無し ○ 〇 異議なし
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成果指標（議論した指標一覧）

○ 0 1 × 97 84 個の指標を採用

大項目 小項目 細項目
指標

No.
指標案（初回時点）

結論

（確認時）
結論

指標の

分類

算定式の事務局

案

指標の考え方等

事務局案

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

小口委員長

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

川合委員

「結論」～「指標の考

え方等」列に係るご意

見

宮坂委員

「結論」～「指標の考え方等」列

に係るご意見

濱野院長

「結論」～「指標の考え方等」列に係るご意見

その他の委員・構成員

「目標値の設

定」「実績値の

み」の別

事務局の対応（案）

大項目２　業務運

営の改善及び効率

化に関する目標を

達成するためにと

るべき措置

小項目２

－２　働

き方改革

への対応

65

医師事務作業補助

者体制加算の取得

状況

医師事務作業補

助者１名あたり

の病床数

目標値は設けず

に増減で評価

医師事務作業補

助者１名あたり

の病床数

目標値は設けず

に増減で評価

★
病床数（現在の業

務実績報告書と同

じを想定）

無し ○ 〇 異議なし

大項目２　業務運

営の改善及び効率

化に関する目標を

達成するためにと

るべき措置

小項目２

－２　働

き方改革

への対応

66
看護補助者体制加

算の取得状況

看護助手１名当た

りの入院者数

目標値は設けずに

増減で評価

看護助手１名当た

りの入院者数

目標値は設けずに

増減で評価

★

入院者数÷看護補

助者数(=常勤職員

+非常勤職員の常

勤換算)

※いずれ1日と夜間の

両方を検討
無し ○

看護助手は非常勤勤務者

がいると思うので、常勤

換算が必要か？

タスクシフトの成果とし

ては、看護補助者体制加

算の取得状況を評価でき

るのが望ましい

異議なし
算定式の事務局案を修正しまし

た。

大項目２　業務運

営の改善及び効率

化に関する目標を

達成するためにと

るべき措置

小項目２

－２　働

き方改革

への対応

67

時間当たりの労働

生産性

（他に、経営改善

実績等あり）

職員1人あたり医

業収益（小項目2-

1にする）

職員1人あたり医

業収益（小項目2-

1にする。推移を

確認）

★
医業収益÷職員数

(=常勤職員+非常

勤職員の常勤換算)

非常勤職員の常勤換

算は病床機能報告で

行っているため、そ

れを用いる

無し

○
病院規模の影響が

大きいため、推移

を見るのが良いの

では

〇 異議なし

【山上委員】

指標としては問題があるわけではありませんが、生

産性という言葉に違和感を禁じ得ません。もちろ

ん、業務の中で対応すべき効率性や採算性は充分理

解できますが、一方で非効率なまた採算を度外視す

る要素も医療分野にはあるのではないか、と想像す

るからです。生産性に代わる用語はないのでしょう

か。

結論を修正しました。

※結論案としては、「職員1人

当たり医業収益」となるため、

生産性という言葉は使用いたし

ません。今後の評価書作成の際

にも留意します。

大項目２　業務運

営の改善及び効率

化に関する目標を

達成するためにと

るべき措置

小項目２

－３　職

員の勤務

環境の向

上

68
年休取得率、職場環境

満足度調査

①年休取得率、②

職場環境満足度調

査

①年休取得率、②

職場環境満足度調

査

★

以下の設問に対す

る満足の割合

「今の職場に満

足、他に移りたく

ない」

現行行っている職場

環境満足度の設問
無し

○
「今の職場で働い

ていてよかった」

と思うか

〇
職場環境満足度は実際にどのように計

りますか？

指標の考え方案を修正しまし

た。

大項目２　業務運

営の改善及び効率

化に関する目標を

達成するためにと

るべき措置

小項目２

－３　職

員の勤務

環境の向

上

69 育休取得率 育休取得率 育休取得率 ★

当該年度内に育児

休業を開始、また

は産後休暇取得後

継続して育児休業

を取得した職員数

÷当該年度内に(配

偶者が)出産した職

員数(参考:大阪府

済生会吹田病院)

男女別に算出する 無し ○

ママ(本人出産）育休取

得率と期間とパパ(配偶

者出産）育休取得率と期

間は、当面は別に計算し

た方が良いと思う

異議なし

【田下委員】

男女別の取得率を明らかにすべきではないか

【山上委員】

男女の取得状況と、復帰後の短時間勤務制度活用の

状況

指標の考え方案を修正しまし

た。

復帰後の短時間勤務制度活用状

況については、追加できるか確

認中
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成果指標（議論した指標一覧）

○ 0 1 × 97 84 個の指標を採用

大項目 小項目 細項目
指標

No.
指標案（初回時点）

結論

（確認時）
結論

指標の

分類

算定式の事務局

案

指標の考え方等

事務局案

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

小口委員長

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

川合委員

「結論」～「指標の考

え方等」列に係るご意

見

宮坂委員

「結論」～「指標の考え方等」列

に係るご意見

濱野院長

「結論」～「指標の考え方等」列に係るご意見

その他の委員・構成員

「目標値の設

定」「実績値の

み」の別

事務局の対応（案）

大項目２　業務運

営の改善及び効率

化に関する目標を

達成するためにと

るべき措置

小項目２

－３　職

員の勤務

環境の向

上

70
職員の離職率（看護

職）

職員の離職率（看

護職）

職員の離職率（看

護職）
◆

年間の看護職員の

退職者数÷

（4月1日の看護職

員数＋3月31日の

看護職員数÷2）×

100

無し ○

計算式について看護職

員数は流動的なので、

一般的な計算式は次の

通りです。

年間の看護職員の退職

者数　÷

（4月1日の看護職員

数＋3月31日の看護

職員数÷2）×100

異議なし
算定式の事務局案を修正しまし

た。

大項目２　業務運

営の改善及び効率

化に関する目標を

達成するためにと

るべき措置

小項目２

－３　職

員の勤務

環境の向

上

71

ストレスチェック

及びメンタルヘル

ス巡回相談の実績

①ストレスチェッ

クにおける高スト

レス者の割合

②高ストレス者の

うち希望者が相談

を受けた割合

①ストレスチェッ

クにおける高スト

レス者の割合

②高ストレス者の

うち希望者が相談

を受けた割合

★

①ストレスチェッ

ク回答者のうち高

ストレス者÷スト

レスチェック全回

答者

②高ストレス者の

うち相談を受けた

者÷高ストレス者

のうち相談を希望

した者

無し ○ 〇 異議なし

【機構本部】厚生労働省のストレスチェックQ＆Aによれ

ば、事業者が「高ストレス者が何人いたか」「面接指導の

対象者が何人いたか」のデータを実施者から取得する場合

は、「あらかじめ衛生委員会等で取得目的、共有

範囲、活用方法等について調査審議を行い、その内容につ

いて労働者に周知していただく必要がある」とされてお

り、限定的に活用されるべき情報という扱い。

また、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面

接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべ

き措置に関する指針」において、集団ごとの集計・分析の

結果の共有範囲の制限として「事業者は、当該結果を事業

場内で制限なく共有してはならないものとする。」とされ

ている。以上のことから、①②ともに公表は不可能なた

め、代わりの指標としてストレスチェック受験率を提案し

たい。

暫定的にストレスチェック受験

率を指標とする。

ストレスチェックはアウトカム

（事業の成果・効果）指標では

なく、アウトプット（事業の実

施量）指標であることから、県

立病院機構と事務局（県）で、

公表することに悪影響が及ばな

いようなアウトカム指標を他機

関の事例等から調査する。

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－１　経

常黒字の

維持

72

経常黒字かどうか

→持続可能な病院経営

を目指すにあたって、

経常黒字は有効に測れ

る指標ではないため、

他の指標を模索したい

経常収支比率

100%

経常収支比率

100%
●

経常収益÷経常費

用×100
無し ○ 〇 異議なし

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－１　持

続可能な

病院経営

のための

収支改善

73

資金収支（予算と決算

報告書上の収支及び資

金計画とCF計算書の

収支の対比）

資金収支（予算と

決算報告書上の収

支及び資金計画と

CF計算書の収支の

対比）

資金収支（予算と

決算報告書上の収

支及び資金計画と

CF計算書の収支の

対比）

★
年度計画及び財務

諸表からの引用
無し ○ 〇 異議なし

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－１

収益の確

保

74 患者数（入院・外来）

患者数（延・新規

入院、延・新規外

来各患者数）

患者数（延・新規

入院、延・新規外

来各患者数）

◆ 患者数 無し ○ 〇 異議なし

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－１

収益の確

保

75 病床利用率 病床利用・稼働率 病床利用・稼働率 ●

＜病床利用率＞

(24時時点の患者

数÷病床数)×100

＜病床稼働率＞

(24時時点の患者

数＋1日に退院し

た患者数）÷（運

用病床数）×100

＊利用率は必要病床

数がわかり、稼働率

は回転率がわかる

無し ○

＜病床利用率＞

(24時時点の患者数÷病床数)×

100

＜病床稼働率＞

(24時時点の患者数＋1日に退

院した患者数）÷（運用病床

数）×100

＊利用率は必要病床数がわか

り、稼働率は回転率がわかる

異議なし
算定式の事務局案、指標の考え

方案を修正しました。

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－１

収益の確

保

76 医業収益 医業収益 医業収益 ◆ 医業収益

医業収益=入院収益+

外来収益+その他医

業収益

医業収益、医業費

用、医業収支比率は

一体で記載

無し ○ 〇 異議なし

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－１

収益の確

保

77 医業収支比率
医業収支比率

→No.83と統合

医業収支比率

→No.83と統合
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成果指標（議論した指標一覧）

○ 0 1 × 97 84 個の指標を採用

大項目 小項目 細項目
指標

No.
指標案（初回時点）

結論

（確認時）
結論

指標の

分類

算定式の事務局

案

指標の考え方等

事務局案

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

小口委員長

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

川合委員

「結論」～「指標の考

え方等」列に係るご意

見

宮坂委員

「結論」～「指標の考え方等」列

に係るご意見

濱野院長

「結論」～「指標の考え方等」列に係るご意見

その他の委員・構成員

「目標値の設

定」「実績値の

み」の別

事務局の対応（案）

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－１

収益の確

保

78
１人１日当たりの診療

単価（入院・外来）

１人１日当たりの

診療単価（入院・

外来）

１人１日当たりの

診療単価（入院・

外来）

◆
公営企業年鑑の値

を採用？
無し 無し ○ 〇 異議なし

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－１

収益の確

保

79
医師（看護師）１人当

たり入院・外来収入

医師（看護師）１

人当たり入院・外

来収入

医師（看護師）１

人当たり入院・外

来収入

◆
公営企業年鑑の値

を採用？
無し

○
67と統一できない

か

〇 異議なし
67と統一してもよいと考えられ

ます。

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－１

収益の確

保

80 平均在院日数 平均在院日数 平均在院日数 ◆

在院患者延数÷

{(新入院患者数+

退院患者数)÷2)

(出典:国立大学病

院機能指標)

無し ○ 〇 異議なし

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－１

収益の確

保

81 経常収支比率 経常収支比率 経常収支比率 ◆
経常収益/経常費用

(出典:総務省 経営

比較分析表)

無し

○
72と統一できない

か

〇 異議なし

中期目標の事務局案では、「経

常収支の確保」を骨子案として

提示しており、資金収支の均衡

には経常収支比率100%を超え

ることが求められているため、

この指標も必要と思料します。

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－１

収益の確

保

82
医業収支比率

修正医業収支比率のみ
重複のため削除 重複のため削除

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－１

収益の確

保

83

修正医業収支比率（運

営費負担金を除いた医

業収支比率）

修正医業収支比率

（運営費負担金を

除いた医業収支比

率）

修正医業収支比率

（運営費負担金を

除いた医業収支比

率）

◆

医業収益(=入院収

益+外来収益+そ

の他医業収益)/医

業費用

※病院機構はこの指

標を既に「医業収支

比率」としている

医業収益、医業費

用、医業収支比率は

一体で記載

無し ○ 〇 異議なし

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－１

収益の確

保

84

ＤＰＣ入院期間Ⅱ以

内率、副傷病名選択

率、緊急入院に占め

る救急医療入院割合

DPC対象病院の

み、以下2点を評

価

●DPC入院期間Ⅱ

以内退院率(目標値

を設ける)

●DPC医療機関別

係数（基礎係数、

機能評価係数Ⅰ、

機能評価係数Ⅱ。

実績の推移のみ確

認）

DPC対象病院の

み、以下2点を評

価

●DPC入院期間Ⅱ

以内退院率(目標値

を設ける)

●DPC医療機関別

係数（基礎係数、

機能評価係数Ⅰ、

機能評価係数Ⅱ。

実績の推移のみ確

認）

★

DPC入院期間II以

内の割合＝入院期

間II以内の退院患

者数÷全退院患者

数(出典:国立がん

研究センター)

無し ○ 〇 異議なし

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－１

収益の確

保

85
施設基準の届け出

状況
削除 削除
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成果指標（議論した指標一覧）

○ 0 1 × 97 84 個の指標を採用

大項目 小項目 細項目
指標

No.
指標案（初回時点）

結論

（確認時）
結論

指標の

分類

算定式の事務局

案

指標の考え方等

事務局案

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

小口委員長

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

川合委員

「結論」～「指標の考

え方等」列に係るご意

見

宮坂委員

「結論」～「指標の考え方等」列

に係るご意見

濱野院長

「結論」～「指標の考え方等」列に係るご意見

その他の委員・構成員

「目標値の設

定」「実績値の

み」の別

事務局の対応（案）

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－２

費用の抑

制

86 医業費用 医業費用 医業費用 ◆ 医業費用

医業収益、医業費

用、医業収支比率は

一体で記載

無し ○ 〇 異議なし

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－２

費用の抑

制

87 医薬品費削減額

費用抑制の目的を

考慮すると

No.89(薬品費対

修正医業収支比

率）と重複してい

るため統合して削

除

費用抑制の目的を

考慮すると

No.89(薬品費対

修正医業収支比

率）と重複してい

るため統合して削

除

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－２

費用の抑

制

88

職員数と給与費の状

況、労働分配率または

修正給与費等負荷比率

①職員数と給与費

の状況、②労働分

配率または③修正

給与費等負荷比率

①職員数と給与費

の状況、②労働分

配率または③修正

給与費等負荷比率

★

①今までの評価委

員会の参考資料と

同じ、③（給与費

＋委託費）÷（医

業収益－材料費）

(参考:日本赤十字

社)

ひとまず修正給与費

負荷比率を用いる

（労働分配率があま

り用いられている指

標ではないことか

ら）

無し ○ 〇 異議なし

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－２

費用の抑

制

89

材料費、薬剤費、委託

費、職員給与費、減価

償却費などの対修正医

業収支比率

材料費、薬剤費、

委託費、減価償却

費の対修正医業収

支比率

材料費、薬剤費、

委託費、減価償却

費の対修正医業収

支比率

●

各費用÷医業収益

(=入院収益+外来

収益+その他医業

収益)

※材料費のみ中期計

画にあり
無し ○ 〇 異議なし

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－２

費用の抑

制

90 100床当たりの職員数

病院毎の値を大項

目２に移動して採

用（鮎澤委員）

※目標値は設け

ず、変動を評価の

参考とする

病院毎の値を大項

目２に移動して採

用（鮎澤委員）

※目標値は設け

ず、変動を評価の

参考とする

★
職員数(常勤+非常

勤の常勤換算)÷許

可病床数×100

非常勤職員の常勤換

算は病床機能報告で

行っているため、そ

れを用いる

無し ○ 〇 異議なし

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－２

費用の抑

制

91

後発医薬品（ジェネ

リック医薬品）の使用

割合

後発医薬品（ジェ

ネリック医薬品）

の使用割合

後発医薬品（ジェ

ネリック医薬品）

の使用割合、全薬

品費に対する後発

医薬品費の比率

（金額ベース）

◆

使用割合(数量シェ

ア)=後発医薬品の

数量 ÷(後発医薬

品がある先発医薬

品の数量+後発医

薬品の数量)(出典:

厚労省HP)

無し

○
全薬品費に対する

後発医薬品費の比

率（金額ベース）

を加える

〇 異議なし 結論を修正しました。

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－２

費用の抑

制

92
バイオシミラー使用割

合

No.91（ジェネ

リック）と重複す

る、品数が少なく

抑制につながりづ

らいため削除

No.91（ジェネ

リック）と重複す

る、品数が少なく

抑制につながりづ

らいため削除

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－２

費用の抑

制

93
累積欠損金比率（中期

計画評価のみ）

累積欠損金比率

（中期計画評価の

み）

累積欠損金比率

（中期計画評価の

み）

◆

中期計画最終年度

における当期未処

理損失÷営業収益

(出典:総務省経営

比較分析)

無し ○ 〇 異議なし
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成果指標（議論した指標一覧）

○ 0 1 × 97 84 個の指標を採用

大項目 小項目 細項目
指標

No.
指標案（初回時点）

結論

（確認時）
結論

指標の

分類

算定式の事務局

案

指標の考え方等

事務局案

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

小口委員長

「結論」～「指

標の考え方等」

列に係るご意見

川合委員

「結論」～「指標の考

え方等」列に係るご意

見

宮坂委員

「結論」～「指標の考え方等」列

に係るご意見

濱野院長

「結論」～「指標の考え方等」列に係るご意見

その他の委員・構成員

「目標値の設

定」「実績値の

み」の別

事務局の対応（案）

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－２

費用の抑

制

94

不良債務比率

→医業未収金比率

（直接の関係はない

が、他県状況より、未

収金に関する指標が必

要）

未収金の実績を評

価の参考にする

(目標値は設けな

い)

未収金の実績を評

価の参考にする

(目標値は設けな

い)

★
貸借対照表上の未

集金額
無し ○ 〇 異議なし

大項目３　財務内

容の改善に関する

事項

小項目３

－２　経

常基盤の

強化

細項目３

－２－２

費用の抑

制

95
収益的収支＋資本的収

支の現金支出合計額

No.73と重複する

ため削除

No.73と重複する

ため削除

大項目４　その他

業務の運営に関す

る事項

小項目４

－１　コ

ンプライ

アンスの

推進と適

切な情報

管理

96

研修の受講率（コンプ

ライアンス研修、情報

セキュリティ研修、個

人情報保護に関する研

修）

研修の受講率（コ

ンプライアンス研

修、情報セキュリ

ティ研修、個人情

報保護に関する研

修）

研修の受講率（コ

ンプライアンス研

修、情報セキュリ

ティ研修、個人情

報保護に関する研

修）

◆
受講した延職員数

÷受講対象職員数

各研修の実施状況

（回数）を明示
無し ○ 〇 異議なし

【田下委員】

研修の受講率の前提として、研修の実施状況を明ら

かにすべきではないか。

指標の考え方案を修正しまし

た。

大項目４　その他

業務の運営に関す

る事項

小項目４

－２　施

設整備及

び医療機

器に関す

る事項

97

施設及び設備の整備に

関する実績、資本回転

率

【山上委員】

各病院の建物・付帯設備や主要医療設備など一覧

（年数・取得価格・簿価など）があれば、全体像が

掴めるのではと思いました。

山上委員ご指摘の資料について

は、評価の基礎的事項のため、

評価書以外の部分で作成を検討

します。

※第４期中期目標骨子案第５ ２「長期を見据えた施設・投資のあり方」（下記２点）としてふさわしい指標について、ご意見をお願いします。

・地域の医療ニーズや地域の医療機関との機能分化、将来の収支見通し、中長期的な投資・財政計画やアセットマネジメント計画等に基づく投資の最適化

・医療機器等の導入方法について、費用対効果を勘案し、最も経済的な方法を検討・選択

●鮎澤委員からいただいた指標イメージ：投資・修繕計画の策定をした上での投資・修繕状況、毎年度のフリーキャッシュフロー

13/13


